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1990年 代 後 半 以 降 の ベ トナ ム の 初 等 教 育 に お け る 言 語 政 策 の 特 徴 と

そ の 実 際
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要旨

本研究の 目的は、ベ トナムの ドイモイ政策実施後における少数民族語政策の特徴

を 1990代 後半以降に焦点を当てて明 らかにしよ うとするものである。

1990年 代 に入 り、ベ トナムでは各少数民族の文化的特徴 を尊重す る政策が採 られ

るようになった。それ に付随 して、政府の政策では少数民族 の民族語教育を推奨 し、

それを民族文化の保全 。発展 と結び付 けようとしている。 しか し実際には、文献 レ

ビュー と筆者の行 つたイ ンタビュー によると主要民族キン族 の幹部や教師の多 く

は少数民族 の児童は民族語を学習す る必要はな く、少数民族 の言語は少数民族の児

童が授業 でベ トナム語 を理解で きない時に限 り補助的に用 い られ るべ き と考 えて

いる。彼 らの認識は政府の言語政策の方針 と一致 してお らず 、彼 らは少数民族の児

童が主要 民族 キン族 と同 じよ うにベ トナム語 を学ぶ機会 を与 え られ理解できるよ

うになることが民族 間の平等である と考えている。

1.は じめ に

欧米列強国により恣意的に引かれた国境線のまま独立 した途上国の多 くは、複数

の民族か ら構成 され る国民国家である。元来、それ らの領域 では歴史的に土地や 自

然資源 を求 めて民族 間での争いが絶 えなかった。また、同 じ民族であつても、国境

によって分断された民族が異なる国の国民 となつたケース も少な くない。

教育 を通 じた政府 の 目指す国民像 のあ り方 を最 も端的 に読み取 るこ とができる

のが、学校教育の場 で行われる少数民族の言語政策である。国語は一国の国民のア

イデンテ ィティの象徴 であるの と同時に、民族言語 1)は 民族 アイデ ンテ ィテ ィの象

徴である。学校教育 の場で どの言語 をどの程度 、何の目的 (例 えば授業 の理解度の

向上、文化 の保護、 日常生活の使用 、異民族間の意思伝達、国民意識 の形成)で学

習 。使用す ることを認 めるかは、政府の目指す国民統合のあ り方を表 している。た



『言語政策』第3号 2007年 3月

だ し、政府 の言語政策 は必ず しも一貫 したものではない。途上国における少数民族

の言語政策 は教育の問題であると同時に、政府の少数民族政策及びその決定に影響

を及ぼす政治的背景がその根底 にあ る。従つて、政府 の政治的背景や少数民族政策

が変われ ば、少数民族 の言語政策 も変更 し得る。 この側面を考慮せず、少数民族の

言語政策 を論 じることは、議論 を表 面的なまま終わ らせて しま う危険性 を手んでい

る。

ベ トナムは 54の 民族 か らなる多民族国家である。主要民族 キン族は総人 口の

87%を 占め平野部を中心に国土の 2割 を居住地域 とし、国の政治経済活動の中枢 を

担っている。ベ トナム語 とはキン族 の民族言語である「キン語」の ことを指す。一

方で、53の 少数民族 は総人 口の 13%を 占め山岳部を中心に国上の 8割 に点在 して

お り、彼 らの多 くはキン族 よりも社会経済的に劣つている 2)。 また、モン族な ど幾

つかの少数民族は国境 を接 して中国、ラオスに跨つて居住 してお り、ベ トナムのよ

うな途上国では、国家 を安定 させ政権 を維持 してい くために、教育 を通 じてこれ ら

の諸民族 をいかに一つ の国家の下 に統合 していくかが独立以来の国家的な課題 と

なってきた。ベ トナムの「多民族構成 を深 く考察す るためには、諸民族が国境によ

つて分断 され 、いくつかの国に分かれて居住するとい う歴史的な現実を直視 し、そ

こを出発点 としなけれ ばな らない」 (吉 沢 1982:33)。 この民族の多様性に加え、ベ

トナム独特 の歴史的政 治的な背景 がベ トナム政府 による少数 民族 の言語政策 に大

きな影響 を与 えてきた。例えば、 日仏の植民地時代、米仏 との独立戦争時代、独立

戦争後の統一国家形成時代、そ して ドイモイ期
3)と

、政府 に とって少数民族の持つ

意味やその戦略的重要性 も変化 し、その結果、少数民族の言語政策 も変化 してきた。

確かに、ベ トナムの「少数民族の総人 口に占める 13%と い う割合 は、東南アジアの

標準でいえば、あま り高い比率ではない。 しか し、明 らかに 1945年 以降のベ トナ

ム現代史にお いては、少数民族は、この人 口比率よ りはるかに高い意味をもつてき

た といって ょぃだろ う。 その基本的原 因は、ベ トナム現代史が戦争の連続であ り、

戦争 とい う状況のもとでは、少数民族 が居住 している山岳部が戦略的にきわめて重

要な位置を占めていた」 (古 田 1998:142)こ とにある。 1930年 1月 のベ トナム共産

党の設立か ら 1980年代 に至るまで政府 の言語政策は古田 (1992)や 今井 (1997)ら が

詳細 に検証 している。 その後 1990年 代 に入 り、ベ トナムでは ドィモイ政策の実施

に伴い、政府 の民族政策及び言語政策 も変わってきた。従 つて、本研究では、1990
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年代後半～現在 に至 るまでのベ トナムにおける少数民族 の言語政策 の特徴 を検証

する。ただ し、多義的な政策的意味合いを持つ少数民族政策 を言語政策 との関係で、

一括 して扱 うと議論が拡散 して しま う。そ こで、本研究では、ベ トナムの民族政策

の基本原則である 「平等」「団結」「本目互扶助」の 3つ の政策方針 に着 日しなが ら、

ベ トナムの言語政策の特徴 を明 らかに してい く。「平等」の原則の下では、「各民族

間のあらゆる面での平等の権利 を徹底 して実現 し、少数民族 と多数民族間の経済的、

文化的水準の差異を根本的に一掃す るために必要な諸条件 をつ くりだ し、山岳地帯

が平野地帯 に追いつ くよ う、また高地地区が低地地区に追いつ くよ うに前進 させ 、

すべての民族が満ち足 りた幸福な生活を送 り、あらゆる面で ともに発展 (1976年 共

産党第 4回 大会政治報告 )」 (Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia 2004:606)し 、「団

結」 は 「国家建設 と国防 にお いてベ トナ ム民族共 同体 の歴 史的伝 統遺産」 (Be

2005:26)で 、「団結」の下では 「ベ トナム民族は、多数派民族や少数派民族に関わ

らず、自覚的、自発的に強固に団結 し一つの国家を形成 し、その権利 (民族 自決権 )

を守 らなけれ ばな らない (1951年 労働党第 2回 全国代表者大会 )」 (Nha Xuat Ban

Chinh Tri Quoc Cia 2001:140)。 「相互扶助」は、異 なる民族同士が助 け合 うこと

で、「社会的、文化的、経済的に発展 している民族は、発展 していない民族が同 じ

ように発展できるよ うに助けなければな らない (1951年 労働党第 2回全国代表者大

会 )」 (同 上書 :140)と い う原則である。 これ ら3つ の政策方針 は、独立 したもので

なく、「平等、団結、相互扶助は相互に共に発展 してい く(2003年 第 9期 第 7回 党中

央委員会決議 「民族工作」 )」
4)。

また、Vu(2003:2)は 団結に関 して「ホーチ ミン主席の民族大団結の思想はベ トナ

ム民族の伝統 を継承 し発展 させたものであると同時に、ベ トナム革命や民族の具体

的な状況 に沿つてマル クス・レーニン主義 を運用 してお り、ベ トナム民族共同の団

結の伝統 をさらに高い レベルのものまで押 し上げている」と述べてい る。ここの「具

体的な状況に沿つて」 とは、状況によつて 「団結」の思想 も変化す ることを意味 し

てお り、従 つて 「団結」 と相互関係 にある「平等」 と「相互扶助」の概念 も変化 し

ていく。

.1990年代 後半 以降 の 少 数 民族 政策 の特徴

1930年 2月 に結成 されたイ ン ドシナ共産党 (現 在のベ トナム共産党 )5)は 、「国際主
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義」とソ連の民族政策 を踏まえ、国家語 を強制せず、各少数民族の言語 と文化を尊

重す る方針 を採 つた。 また、その後 のフランス及びアメ リカ との戦争 においても、

少数民族は戦略的に重要な価値を持 つていた。例 えば、抗仏戦争時、最終決戦の場

であるデ ィエ ンビエ ンフーに見 られ るよ うに、ベ トミンの主な活動拠点は北部山岳

地帯にあ り、そこには少数民族の多 くが住んでいた。この戦略的価値の重要性か ら、

ベ トナム民主共和国 (北 ベ トナム)政府 は彼 らの協力を得 るため彼 らに補助金を優

先的に分配 し、さらに少数民族の風俗や習慣 を国の文化を豊かにす るもの として承

認す る方針 を取つた。 しか し、1960年 代後半か らは、各少数民族の多元性 よ りもキ

ン族 を基軸 とした一元的統合が強調 され るよ うになつた。「ベ トナム戦争が激 しさ

を増す中で、国民の団結 を強化 し戦争への動員をはかるには、民族 を媒介項 とせず、

よ り直接的に国家が国民の末端まで支配 を貫徹す るのがよく、戦争遂行 の要請にそ

うものであらたか らである」 (伊藤 2003:90)。 その後、独立戦争終了後 1975年 以降

も民族の団結が強調 されたが、その背景は独立戦争時のそれ とは異な り、少数民族

の戦略的重要性が薄 らいできたことと、イデオ ロギー色の強い一元的な国家統合の

促進がその背景にあった。ただ し、 これ ら2つ の時期に共通 していたことは、平等

ではなく団結 を強調 していたこと、そのため学校教育の場で もベ トナム語の学習が

強調 された ことである。この独立戦争時代に見 られた先進的な文化 とはキン文化で

あ り、キン族の下での国民統合であつた。

1990年 代以降、各少数民族の多元性や文化は積極的に尊重 され るよ うになつた。

この背景には次の 4つ の要因がある。一つ 目は、1980年 代後半の試験的な意味合い

が強かつた ドイモイ政策の推進が確信 に変わつたことである。二つ 目は ソ連崩壊以

降、その一因が ソ連政府 の民族政策 に対す る少数民族の不満 にあると危機感 を抱い

たベ トナム政府 が 自身の民族政策を見直 し、民族特有の社会文化的背景 を尊重する

よ うになつた こと、三つ 目は 1993年 の世界銀行か らの援助再開や 1995年 のアメリ

カ との国交正常化に見 られ るような西側諸国との関係改善である。このため、ベ ト

ナム政府 は西側諸国の主張す る人権 問題 にも関心を示 さなければな らず、その中で

少数民族の多元性や権利 も尊重 しなければな らな くなつた。そ して、最後に挙げ ら

れ るのが、それまでキン族 を中心 とした平野部の開発モデル を山岳部の少数民族に

も適用 しよ うとし、それが効率的な開発 の妨げになつてきた ことの反省である。

「それぞれの民族の文化的アイデ ンテ ィティの発揮は、大幅 に容認 され奨励 され
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るようになつた。 このなかには長い間、『 少数民族社会の後進性 の象徴』 として排

斥の対象 になつていた長老制度 (コ ミュニテイの年長者が指導的役割 を果たす制

度)も 、社会主義的な秩序 に変わつてむ らの経済 。社会の管理や治安の維持に積極

的な役割 を果たす こ とが期待 され るようになつた といつた変化 も含まれている。ま

た、少数民族の独 自のお祭 りや民芸品牛産が、観光資源 とい う新 しい位置づけを与

えられて『 復活』 してい ることも、 ドイモイ期の少数民族社会 の変化の一つの特徴

であろ う。」 (古 田 1998:141)。

また、2001年 には第 8期 第 1回 党中央委員会決議「民族的特色の魅力にあふれた

先進的なベ トナム文化 の構築 と発展」が出された。 この決議では、「各少数民族の

文化、文字、芸術に関す る伝統的価値観を大切 に し、保持 し、発揮 させ、新たな価

値観を発展 させ る」
6)、 「各民族の言語や文字 を保持 し発展 させ る。普通言語、文

字の使用 と並行 して、各少数民族同胞の若い世代が 自民族の話 し言葉、文字を学習

し、理解 し、用いるこ とを奨励す る」
7)と 述べてお り、 「発揮」 「新たな価値観」

「発展」 「奨励」 と積極 的な言葉が並んでいる。 さらに本決議では、各民族の民俗

伝承や 民話 を文書 と して書き残す ことや民族文学の作家 を育成す ることを奨励 し

ている。 2003年第 9期 第 7回 党中央委員会の 「民族工作」に関す る決議では 「 (少

数民族の)伝統的で医学的な薬草の栽培や使用 を奨励す る」
8)、 「既存及び新 しい政

策の問題点を見直 し、修正 し、補完 し、新たな段階に至つた少数民族地域や民族工

作の要求 に応 える」
9)と あるよ うに、必ず しも上か らの開発ではな く少数民族の生

活 。習慣或いはそれ らの活用を奨励 さえするよ うになつてい る。 さらに、同決議の

中で「何人かの幹部や党員は民族 問題、民族政策、民族工作 を十分に理解 していな

い。また、民族に関す る政策の幾つかは具体性 に欠け、実際のそれぞれの地域での

背景に沿 つて効果的 に実施 されていない」
10)、「何人かの党員や行政官は官僚的で、

地元の少数民族の人 々 と親密な関係 には無 く、彼 らの願いや要求、需要について分

かっていない」
ll)と 、各少数民族特有の社会文化 を熟知 していない として、党幹部

に対す る批判まで行 つている。このような流れの中、前述 した ように学校教育にお

ける少数民族の言語政策 もより積極的なものになつてきた。このように「先進的な

ベ トナム文化」とは民族の団結 を強調 した時期 とは異な り、各民族文化の集合体の

上にできたベ トナム文化で、そのベ トナム文化の水準をさらに高めることを意図 し

ている。また、それ は「ベ トナムのための諸民族」か ら「諸民族のためのベ トナム」
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への転換が図 られてい ることを表 している (今村 2004)。

3.1990年 代 後半 以降 に お ける少 数 民族の言 語 政 策

このよ うな少数民族 文化を尊重す る傾向は、政府による少数民族の言語政策でも

見 られ るよ うになる。1991年公布の初等教育普及法第 4条 では「小学校教育はベ ト

ナム語で行われ る。各少数民族は、小学校教育を行 うために、ベ トナム語 とともに

自分の民族の話 し言葉 と文字を使用す る権利 を有す る」
12)と ぃ ぅ表現に留まつてい

た。

1997年 には教育訓練省通達 1号 「少数民族 の話 し言葉 と文字の教授 に関す る指

導」が出され、そこでは よ り踏み込んだ政府の少数民族の言語政策の方針が見て取

れる。「少数民族の言語 が教えられている所では、生徒が少数民族 の言語 とベ トナ

ム語の両方で教 えられ た事柄を素早 く理解できるよ う、少数民族の言語は他の教科

と同様の重要性 を持つ もの として教 えられるべ きで、それは少数民族の言語や文字、

伝統的文化の保全や発展 に貢献す る」(Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Cia 2005a:146)、

「学校教育 とは別に、少数民族地域では少数民族の言語 は 日常生活の中でマスメデ

ィアや出版物を通 して広 く使用 され るべきである」 (同 上書 :150)。 と述べ られてい

る。

また、2004年 には政府指示 38号 「少数民族地域 と山岳地域における幹部・役人

に対す る少数民族言語 の作成 と発展 の促進」が出 され、「(少 数民族居住地域のある

各省の人民委員会は)教育訓練省 と協力 し、教師が民族語で授業を行 うための能力

を身に付 けさせ なけれ ばな らず、少数民族の教師を重要視 しなければな らない」(同

上書 :237)、 「(内 務省 は)教育訂1練 省 と協力 して、各地方が、少数民族の同胞が暮

らしている地域や地方 の具体的な特色や状況 を反映 させ るため異なる基準 に従 つ

て、少数民族の言語で書かれた教科書や教材を編集、校正、出版す るよ うに指導 し

ていかなければな らない」 (同 上書 :237)と し、民族語を用いなが ら各地域の特性 を

反映 させた学校教育を実施 してい くことを奨励 している。

さらに、このよ うな少数民族の言語 を用いた教育 を重視 してい く傾向は改正 され

た教育法の中にも見 られ る。1999年 6月 、ベ トナムで初めて施行 された教育法では

教授言語に関 して第 5条 1節 で「学校 で正式に用いる言語はベ トナム語 とす る」(近

田・ ヴォ:187)と あ り、その 2節 で 「国は、少数民族が 自らの話法 と書法を学ぶ条

45
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件を整備す る。少数民族 の話法 と書法の教育および学習は、政府 の規定に基づいて

実行され る」 (同 上論文 :187)と 述べ られているに過ぎなかつた。しか し、2005年 6

月に改正 された教育法では、これ らの文言に加 え、第 7条 2節 で 「国は少数民族の

人々が 自分 の話 し言葉 、文字を学習 し民族文化 を守 り発揮 してい くための条件を整

備 し、少数 民族の生徒 が学校や他の基礎教育で学習す る際、見識 を得易すいよう助

ける」 (Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia 2005b:92)、  第 82 条 3節 で  「教育 と学

習の質 を上 げるために少数民族居住 区では少数民族 の言語 を学習 した教師や幹部

が教育活動 を管理す る」 (同 上書 :133)と い う文言が付けカロえられている。民族言語

を使用できる教師や幹部の存在が教育の質に影響 し、民族言語 を用いた授業を通 し

て、民族文化 を保持 。発展 させることまで言及 している。

Dao(2003)ら による と、小学校教育で少数民族の言語 を教 えるのには 2つ の 目的

がある。一つは、文化的な 目的である。民族言語は民族文化の重要な一部 を担つて

お り、民族言語を発展 させ ることが民族の文化の特色の保全、発展に寄与す るとい

う。例えば、民族言語 は民族の歴史的文化的情報を記録す ることを可能 に し後世の

人に民族 の重要な文化的価値観を伝 え残す ことができる。も う一つは、教育的な 目

的で、母語 (民 族言語)の 学習は、児童の思考能力の発達を助け、特に授業科 目とし

ての「ベ トナム語」を受 ける際、児童がより良 く理解す るのを助 けるとい う。彼 ら

が主張す るように、1990年 代後半以降における政府の言語政策の特徴 は、各少数民

族の民族語教育の実施 を推奨 し、それ を民族文化の保全や発展 と積極的に結び付 け

ようとす る点である。

4.キ ン族・ 少数 民 族 の幹部・ 教 師 らに よる実際 の認識

以上の よ うに、現在 、中央政府 は文化的・教育的な 目的か ら学校教育の場で民族

言語の使 用 を積極的に尊重 しているよ うに思える。 しか し、地方の教育行政官や党

幹部の言語政策に対す る認識は必ず しも中央政府の見解 と一致 していない。

キン族 の幹部の多 くは「少数民族 の親が彼 らの子供たちに自身の言葉 を学んで欲

しいとは思 つてお らず 、 … 。どこの生徒の親でも彼 らの子供たちにベ トナム語 を

学び、彼 らに国家の文化や経済活動 に参加 して欲 しい」と言 う(Archibald 2003:110)。

「ライチ ャ ウ省の教育訓練局による と、少数民族の親は彼 らの子供達 にベ トナム語

を学び、ベ トナム社会 に参画 して欲 しい と思つている」 (Norwegian Ministry of



『言語政策』第3号 2007年 3月

Foreign Affairs 2000:13)。

Aikiman&Pridmore(2001:525)が ライチャウ省で行 つたインタビューでキン族の

教師は、「少数民族 の児童のベ トナ ム語能力 を向上 させ る唯一の方法は、高い資質

を備 えるベ トナム語 を母語 とす る者 か ら教わることである。少数民族の言語の使用

はベ トナム語学習を改善する手段 として、小学校 1年生に限定すべきである」と答

えている。また、Kimmo(2004:21)が 行 つたキン族の党幹部へのイ ンタビューでは、

「バイ リンガル教育 は子供たちがベ トナム語 をよ り学び易 くなるための役 に立た

なければな らない。仕事 を得るためには、ベ トナム語 を習得 しなければな らず、少

数民族の母語 よ りもベ トナム語が教 えられ るべきである」 と述べている。 また、

人 口の 8割 を少数民族 (そ の うち 8割 がムオン族 )が 占めるホア ビン省で、筆者が少

数 民 族 の 言 語 教 育 の 現 状 に つ い て 教 育 行 政 官 に 自 由 面 接 方 式 (open― ended

interview)の インタ ビューを実施 した ところ、現在ホア ビン省の小学校では少数民

族の言語 を学ぶための授業は行 つてお らず、今後 も実施す る予定はない との回答だ

った 13)。 ただ し、少数民族 の児童 に対 しては、ベ トナム語 を教授言語 とす る一方で、

補足的に彼 らの言語 を授 業で使用す る範囲でバイ リンガル教育 を推奨 していると

い う。授業では、まずベ トナム語で説明をし、それでも少数民族の児童が理解でき

ない場合 には彼 らの言語 で説明す る とのことだった。 しか し、実際には少数民族教

師の絶対数が不足 してお り、少数民族 の言語を理解できないキン族の教師が担任の

場合、少数民族の児童 に対 しても終始ベ トナム語で指導 しなければならない。ただ

し、ホア ビン省のムオ ン族は山岳部で も比較的低地に住み、キン族 との交流 も活発

であることか ら、児童 は 日常生活の中でベ トナム語に触れ る機会が多 く、ベ トナム

語の上達 も比較的早い とい う。彼 らは、彼 らの民族言語の読み書 きが出来な くても

日常生活 には困 らないが、ベ トナム語の読み書きが出来なければ 日常生活に支障を

きたす可能性がある。これがムオン族の言語 よりもベ トナム語教育重視の一因であ

るかもしれない。

以上、これ らの発言 は決 して学校教育で少数民族の言語 を使用す ることを否定 し

ている訳ではないが、少数民族の児童が 自民族語を学ぶ こと及びそれを教授言語 と

することには否定的である。それ はあ くまでベ トナム語学習の効率や効果を上げる

ことを意図 したものであ り、文化的な 目的を意図 していない。

Aikiman&Pridmore(2001:528)は 、 ライチャウ省でのキン族 の教師へのインタビ
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ューを通 して、「彼 らはベ トナム語を高いステータスにあ り、近代化や幅広い様々

な知識へのアクセスを可能 に し、 “遠い (far)"少 数民族の人々を国の社会 と文化

に統合す るための言語だ と考えている」と述べている。このよ うな教育行政官や教

師が持つ少数民族の言語に対す る態度は、1960年代後半～ 1980年代の「主軸民族」

としてのキン族 を中心 とした一元的統合の下で団結を 目指 した政府 の見解 と重な

つている。例えば、1980年 の政府 52号決議では次のよ うに述べ られている。 「普

通語 とその文字は、ベ トナム国民共同体の共通の言語である。それ は、全国の各地

方、および各民族間の不可欠のコミュニケーシ ョン手段であ り、全国の各地方およ

び各民族が、経済、文化、科学技術な どの面で同等の発展 を とげ、全人民の団結を

強化 し、諸民族間の平等の権利 を実現す るのを助ける。 したがつて、すべてのベ ト

ナム公民は、普通話 とその文字を学習 し使用す る義務 と権利 を有 している」
14)。 古

田 (1992:518)は この 52号決議か ら、 「いまや、ベ トナム語 こそが、ベ トナムを構

成するすべての諸民族 に共通す る単一のコミュニケーシ ョン言語 とな りつつあ り、

国民としての諸民族の『 融合 と接近』の中心的担い手 となるべき」であ り、さらに

Vien Ngon Ngu Hoc(1981:140)の 言葉 を引用 して 「今 日のベ トナムの諸言語の中で

ベ トナム話だけが、人々を『 科学、技術、社会主義的大規模生産の建設 と新 しい文

化の建設』に導く機能を十分に果たせる言語、すなわち『文化言語』であるという

認識 で あ る」 と説 明 してい る。

「ほ とん どの幹 部 は平等 の機 会 を強調す る。 したが つて 、彼 らはベ トナ ム語 が全

ての人 に とっての教授 言語 で あ るべ き と考 えてい る。ベ トナ ム語 を話 さない児童 は

不利 にな る こ とか ら、少数 民族 の言語 のみ を用 い るこ とは不 平等 を拡大す る とい う

事実があ る」 (Kimmo 2004:25)。 これ は、「文化 言語」で あ るベ トナ ム語 をみ ん なが

理解 し、ベ トナ ム語 で授 業 を受 け る ことが、文化 的水 準 をキ ン族 と同程度 に高 め、

それが民族 間の 「平等」 で あ る こ とを意味す る。 そ して、そ のた めにキ ン族 が相互

扶助 を行 い、言語水 準 を平等 にす る こ とで、国民 としての団結 が可能 にな る とい う

認識 で あ る。

確 か に、 「3.1990年 代 後 半以 降 の少数 民族 を対象 と した言語 政策 」 で説 明 した

よ うに、現在 の政府 の政策 は、少数 民族 の多元性や風俗 を尊重す る方 向に向か つて

い る。 ただ し、政府 の方針 が変 わ つて も、少数 民族 に対す るキ ン族 の伝 統 的 な潜在

意識 は簡 単 に変 え られ る もので ない。 「キ ン族側 の少数 民族 に対す る意識 改革 はあ
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ま り進んでお らず、決議 はいまだに理念 に留まつている部分が多い」 ことも事実で

ある (伊藤 2003:203)15)。 以上のよ うに、近年出版 された文献のほ とん どでは、少数

民族の言語 を学校教育の場で学ぶ こ と、或いは用いることに文化的な 目的は酌量 し

ていないキン族のイ ンタビュー結果 を載せている。このよ うに 1990年 代後半の中央

政府の政策転換を地方のキン族幹部や教師が受け入れていないのは、 「キン族側の

少数民族 に対す る意識改革はあま り進んでお らず、決議はいまだに理念に留まって

いる部分が多い」ことにあるかも しれない。

少数民族 出身の教育行政官や人民の少数民族の言語教育に対す る認識 は、必ず し

もこれ らのキン族の教育行政官・幹部の認識 とは一致 していない。例 えばベ トナム

北部の山岳地帯のイ ンタビューでは、地元の教育行政官同様 、多 くの少数民族の両

親 は 子 供 た ち が 学 校 で 母 語 を 学 ぶ こ とを切 に願 つ て い た とい う (Aikiman&

Pridomore 2001)。 また、Archibald(2003:Hl)が ハ ウザン省 で クメール族の親に

実施 したイ ンタビューによると、「親 は概 して、教育的な理由 とい うよ りもむ しろ

主に文化 を保全するためにクメール語 による学習を支持す る」傾 向があることが分

かつた。Baulch et al(2002)が 1993年度 と 1998年 に行われた世界銀行の生活水

準調査を基 に算出 したデータでは、ベ トナム国民の 78.8%が 無宗教である中、クメ

ール族は 62.3%が 仏教 を信仰 してい る。彼 らの多 くは仏教的な観念か ら伝統文化を

大切に してお り、これが彼 らの民族言語学習に対する姿勢に影響 を与えているのか

もしれない。

一方で、このインタ ビュー結果 とは一致 しないアンケー ト結果 もある。少数民族

教育セ ンター とキ リス ト系 NGOワ ール ド・ ヴィジ ョン・インターナシ ョナル・ベ ト

ナム (WOrld VisiOn lnternational Vietnam)が 、ランソン省 5,848人 のヌン族の父

母に対 して「民族文字 を子供たちに学 ばせたいか」とアンケー トで質問 した ところ、

「学ばせ たい」と答 えた者が 51.93%、 「学ばせた くない」 と答 えた者が 49.36%で あ

つた とい う(伊藤 2003)。 伊藤 (2003:20)の インタビューによるとこの結果を受け、

少数民族教育センター副所長でヌン族 の Mong Ky Slay氏 は 「タイー・ ヌン語教育

に関 しては、現在でも親 の意見がほぼ拮抗 している。政府 は人民の要求があれば、

少数民族語教育を導入す ることを検討す る方針であるが、このよ うに意見が割れて

いる現在、タイー・ヌン語教育が再開 され る見通 しはない」 と答 えた。 これは、現

在における政府の少数民族の言語教育 を尊重 していこ うとす る方針 に反 して、上述
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したよ うなキン族 (主 要民族 )同 様、少数民族の言語教育を決 して重視 しているわけ

でない少数民族 も少 なか らずいることを示 してい る。特にタイー・ヌン族の場合 は、

独立戦争時、キン族 と共闘 しアメ リカ と戦つた経緯があ り、ベ トナムヘの帰属意識

が高い こともこの一因にある (伊藤 2003)。 さらにこの背景には、少数民族社会にも

市場経済が浸透 してい く中で、彼 らが貧困か ら抜 け出すためには積極的にベ トナム

経済の中枢で活動 してい く必要があ り、そのためには 自民族 の言葉でなくベ トナム

語の習得が必須 とな ること、また、現在は小学校 を卒業 した後に中学校に進学す る

少数民族 の児童 も増 えてきてお り、少数民族の言語学習 に時間を割 くことで、少数

民族の児童がキン族 の児童 とキヒベ 中学校以上では唯一の教授言語 であるベ トナム

語能力で劣つて しま うことがあると思われる。

5.少 数 民族の言 語 教 育 の実 践 を阻む要 因

上述 したように、1991年公布の初等教育普及法第 4条 では「小学校教育はベ トナ

ム語で行われる。各少数民族は、小学校教育を行 うために、ベ トナム語 とともに自

分の民族 の話 し言葉 と文字を使用す る権利を有す る」 とあ り、そ して 2005年 教育

法第 7条 2節 では 「国は少数民族の人々が自分の話 し言葉、文字を学習 し民族文化

を守 り発揮 してい くための条件 を整備」するとある。これは次の二つのことを意味

する。一つは、ベ トナム政府の少数民族の言語政策の基本方針 は、学校教育では少

数民族 の児童がベ トナム語を学ぶ ことは義務であ り、自民族の言語 を学ぶ ことは権

利であるとい うことである。そ しても う一つは、国は、要求があればその権利 を行

使できる条件を整備す る義務 を負 うとい うことである。ただ し、少数民族地域では

どの言語 (ベ トナム語或いは民族言語)に 比重を置いて授業 を行 うかは、基本的には

住民の要望も酌量 され決定 され る。しか し、キン族の教育行政官や党幹部の多 くは、

少数民族の言語が理解できず、少数民族にもベ トナム語が理解できない人 もいるた

め、キ ン族の教育行政官や党幹部は十分に少数民族のニーズを汲み取 りきれていな

い。また、たとえキン族の幹部 と少数民族児童の親や住民が学校教育の場で民族言

語の学習を行 う必要性で一致 した としても、実際には人的資源・財政能力の不足か

らそれが実施され ることは多 くない。特に少数民族の言語教育の難 しさは、画一的

な教育方法が全 く通用 しない点にある。ベ トナム国民全員が、政府の識別 している

54の 民族のどれかに属 していることになつているが、実際に話 されている言語の総
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数は 100を 超える。同 じ民族同士で も母語そのものが違つた り、方言があった りす

るため、言葉が通 じない ことがある。また、25の 少数民族は文字を持 っていない と

され、持っていた と しても、表記法 として ローマ字を使用す る民族 とそ うでない民

族がいる。 さらに 53の少数民族 の うち 19の 民族の人 口は 10,00o人 以下で、その

うち 6つ の少数民族 の人 口は 1,o00人 以下である (Kimmo 2004)。 これ ら全ての少数

民族 には異なる言語教育を実践 しなければな らない。例えば、民族言語 と母語が異

なる少数民族の児童 にとって、学校での民族言語の学習は実質的に第二言語習得た

めの学習 となる。ローマ字表記の文字を持つ少数民族の児童が 自民族の文字 とベ ト

ナム語 (同 様にローマ字表記)を 同時に学んだ場合、彼 らは自民族の言葉 とベ トナム

語を区別 して使用す るのに混乱す ることがあるとい う(Archibald 2003)。 人 口の少

ない少数民族 に対 しては民族言語 のための学習教材 を開発で きる人材が限 られて

お り教材の質も低 い うえに、学習者が少ないため費用対効果が小 さい。また実際に、

使用人 口の少ない言語の場合、読み書きをマスター した として も、その有用性は限

られている。 日常生活の中で新聞や雑誌、本 を通 して活字 として読む機会は非常に

限 られ、時間が経つ と忘れて しま う。

特に近年では、民族 間で頻繁 に移住が行われた り、市場での物品の売買を通 じて

異民族間での交流が活発になつた りしている。そのため、以下の二つの理由か ら人

口の少 ない少数民族 の母語が衰退或いは消滅 しているとい う(Nguyen 2000)。 一つ

は、他民族 との文化 的接触を通 して、彼 らはそれ らの民族の言語 を使用す る機会が

増 える一方で、少数 民族の中で も少数派である民族の言語は使われなくな り、言語

的特徴 を失い、時には結果 としてそれ らの言語は消滅 している とい う。特に、政府

によって公式に民族言語 として認定 されていない言語を持つ人民は、政府による優

遇政策の恩恵を受 けることができず、彼 らの言語や文化 も衰退 しやすい。二つ 目は、

異民族間での結婚が増加 し、これ らの家庭ではよ り社会経済的に発展 している民族

に属す る親 の言語で会話がなされ 、子供たちはその言語 しか話 さな くなるとい う。

また、少数民族 の母語による教育が十分に行われないもう一つの原因 として少数

民族出身の教師数の不足がある。2004-2005年 度の初等教育就学者数の うち少数民

族の児童が 占める割合 は、18.50%で あるのに対 し、同年の少数民族出身の教師数 は

38,929人 で教師全数 360,624に 占める割合は 10。 8%に 過ぎない (表 1)。 また、同年

度のカ レッジと大学の就学者数に 占める少数民族の割合はそれぞれ 1.34%と 0.34%
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に過ぎず 、教員資格 の取得 を認 められ る程度の学歴を収める少数民族 出身者 は少な

い。ベ トナムでは 2002年 の時点で、53あ る少数民族の うち、40の 民族は大学院で

学んだこ とのある民族 出身者が一人 もお らず、10の 民族には高等教育で、5つの民

族は中等職業教育で学んだことある民族 出身者がお らず、少数民族の人的資源は限

られてい る (Pham 2004)16).Tran(2003)が ゲアン省、ソンラ省、テュエ ンクアン省

の 3省 で行 つた調査 によると、キン族の教師の 733人 中 346人 (48.6%)が 少数民族

の言語について 「独学 してお り知識はある」、27人 (3.7%)が 「研修 を受けたこと

があり知識 はある」 と答えている。一方で、350人 (47.7%)は 「まだ知識 も無い」

と答えてい る。また、彼 らの多 くは、師範学校で学ぶ ことも重要 と答 えていること

から、制度的に組み込まれて彼 らの負担にな らないのであれば各民族の言語 を学ん

でも良い と考えてい る。投資計画省社会開発研究所に勤めるタイー族 の幹部 (ラ イ

チャウ省 で UNICEFと のバイ リンガル教育プロジェク トの経験有 り)に 自由面接方式

で行つたイ ンタビューでもこの点が指摘 された 17)。 バィ リンガル教育のプロジェク

トが実施 されている間は、教師は研修 を受け、特別手当が支給 され るが、一旦プロ

ジェク トが終わると、特にキン族の教師はバイ リンガル教育を放棄 し、プロジェク

ト前のベ トナム語のみを使用す る授業に戻つて しま うケースが多い とい う。少数民

族の児童 が通 う小学校 は山岳部の奥地に位置 していることが多 く、外部か らの継続

的な指導や支援 を受 けにくい こともこの一因にある。

(余 白)
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徽 躙 瓢m.
初等教育就 学

者 数

少数 民族就学

者 数

少数 民族就 学

者 の割 合

10063025

1650847

16.41%

9751431

1647710

16.90%

9386913

1630332

17.46%

8841004

1584087

17.92%

8350191

1476401

17.68%

7773484

1438385

18.50%

前期 中等教育

就 学者数

少数 民族 就 学

者 数

少数 民族就 学

者 の割合

6670714

913090

13.69%

5767298

571860

10.01%

5918153

667240

11.27%

6254254

748551

11.97%

6497548

799656

12.41%

6612099

858303

12.98%

後期 中等教育

就学者 数

少数民族就 学

者 数

少数 民族 就 学

者 の割 合

2802101

264624

9.44%

1975835

98399

4.98%

2199814

121386

5.52%

2334225

148312

6.35%

2458446

183227

7.45%

2616207

224510

8.58%

カ レッジ就 学

者 数

少数 民族 就 学

者 数

少数民族 就 学

者 の割 合

173912

1127

0.65%

186723

1817

0.97%

210863

2229

1.06%

215544

2613

1.21%

232263   273463

2690     3661

1.16%    1.34%

大学就 学者数

少数民族 就 学

者 数

少数民族 就 学

者 の割 合

719842

1454

0.20%

731505

1425

0。 19%

763256

1787

0.23%

805123

1924

0.24%

898767   1046291

3492     3569

0.39%    0.34%
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表 1教 育段階別就学者数 と教師数

(出 典)Bo Giao Duc va Dao Tao 2006よ り作成

6.ま とめ

以上の文献 レビュー及び筆者 自身 によるインタビューの結果か ら、1990年 代後半

以降にお ける中央政府 の言語政策の特徴は、少数民族の言語教育の実施を推奨 し、

それ を民族文化の保全や発展 と積極 的に結び付けよ うとす る点にあるが、実際には

少数民族地域のキン族 の幹部や教師 の認識は変わつてお らず、少数民族の児童 に対

して民族語教育を行 う必要性 は感 じていない。彼 らは、低学年の少数民族の児童 に

対 しては、ベ トナム語 とともに彼 らの言語を口頭で使用す ることは、授業の理解度
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を深めるために重要ではあるが、その範囲内でバイ リンガル教育が実施 され るべき

と考えている。従 つて、特にキン族の幹部は少数民族の言語 を教授言語までに引き

上げることには否定的である。しかも彼 らの中には「団結」を強調す るあま り、1960

年代後半～ 1980年 代前半の政府 の言語政策を未だに踏襲 している者が少なくない。

しか し、少数民族の児童に民族言語 を授業で教 えず、口頭 で補助的に使用す るだけ

では、少数民族の児童が 自民族語 の読み書き能力を十分 に身に付 けることはできな

い。従つて、民族語 を用いて民謡や文化を情報 として記録す ることは難 しく、この

点でも現在の中央政府の方針 とは相容れない。

一方、少数民族の人々が 自分の民族言語を学ぶ必要性 を感 じる場合、それは文化

的保全 とい う目的が勘案 されてい る。民族言語 を学ぶことで始 めて、民族語 を用い

て民謡や文化を情報 として記録す ることもでき、これは現在 の中央政府の方針 とも

一致す る。従つて、 自民族の言語 を学ぶ必要がないと考 えている、或いは学びたい

と思わない少数民族 の場合は、ベ トナム語の習得はベ トナム経済の中枢 に参画する

必要条件 であることか ら、特に民族の文化保全 よりも政治的経済的地位の向上に対

する意欲 のほ うが高いのかもしれない。

政府 の言語政策が実際に学校教育の場で実践 されるか ど うかは、学校の人的資源

や財政能力、地域住民の要望、キン族の教育行政官や教師の少数民族語教育に対す

る姿勢によつて左右 されている。政府の言語政策が実施 されない原因が学校の人的

資源や財政能力の不足の場合は、「したいけ どできない」 とい う側面がある。 この

場合は、少数民族 の言語教育実施 に関わる優遇政策を政府 が一層推進 してい く必要

があるだろ う。その原因が歴史的文化的背景か ら生 じる地域住民の要望 との ミスマ

ッチにある場合 は、Mong Ky Slay氏 のインタビューにあるよ うに、住民の意向が優

先 され る。 しか し、本稿で主に指摘 してきたキン族の教育行政官や教師の姿勢に原

因がある場合、政府 はこれ を改 めるための新たな政策 を模索 しなければな らない。

確かに、近年、政府 は少数民族 の社会文化を尊重する公式見解 を立て続 けに発表 し

ているが、それは人権問題に敏感 な西側諸国 との関係改善や少数民族 を懐柔 し国民

統合 を推進 してい くためのプ ロパガング的な要素も持 つている。また、各教育 レベ

ルで少数民族の 占める割合は増加傾 向にあ り、数字の上では政府 は積極的に民族間

のバ ランスを取 ろ うとしている。 しか し、政治経済でキン族の優越性 は変わ りない

ことか ら、過去の政策か ら長年培 われてきたキン族の優越性 を変 えるのは簡単では
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ない。今後は、政府 の言語政策を貫徹 してい くためにも理念 を越 えたキン族の教育

行政官や教師の意識改革まで踏み込 まない といけないだろ う。

ここでの少数民族 の 「言語」 とは政府により公式に民族 として認定 されている

53の 各少数民族 の言語であ り、母語 とは一つの民族 を構成す る各サブグループ

が実際に家庭で使用す る言葉 のことを意味する。全てのベ トナム人民は、政府

の認定す る54の 民族 の どれかに属す ることになつている。 しか し、この54の 民

族分類 はあくまで人工的なもので、実際には同 じ民族 に分類 されている人 口集

団の中には異なる言語 。文化的背景をもつ人々もいる。

例えば、Baluch et al(2002)が 1993年 度 と 1998年 に行われた世界銀行の生

活水準調査 を基 に算 出 したデ ー タに よる と、主要民族 キン族 と少数 民族 ホア

(華 )族 一人当た りの平均年間支出は 2952万 ドンに対 し、ホア (華 )族 を除 く少数

民族のそれは 1536万 卜
゛
ンである。 また、世帯主の平均就学年数は、主要民族キ

ン族 と少数民族ホア (華 )族 は 7.36年 、ホア (華 )族 を除 く少数民族は 5。 53年 と

いずれ も少数民族のほ うが低い値 を示 している。

ベ トナム共産党は 1986年 12月 、第 8回 大会で ドイモイ政策の実施を決定 した。

これ は、それ までの計画経済や独 立 自主、一元的統合 を基調 とした社会主義型

政治経済を改め、多セ クター市場経済制度の導入や対外開放政策の実施 、個人

や民族 の社会文化 の多元性 を承認す る政策転換である。ただ し、政治改革 には

消極的で、例 えば 旧 ソ連や東欧諸国が導入 した複数政党制が一因 とな リソ連は

崩壊 した とい う見解 を持っている。

第 9期 第 7回 党中央委員会決議 「民族工作」

http:〃 www.cpv.org.vn/details.asp?id=BT1480632883(2007年 3月 8日 アクセ

ス)序 文か ら引用。

イン ドシナ共産党は 1951年 にはベ トナム労働党 と再び改称 し、その後 1976年 に

当初のベ トナム共産党 とい う名前 に戻つた。

第 8期第 1回 党中央委員会決議 「民族的特色の魅力にあふれた先進的なベ トナ

ム文化 の構築 と発展」

http:〃www.cpv.org.vn/details.asp?id=BT470662207(2007年 3月 8日 アクセス)

4)

6)
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第2章 「文化 の構 築 と発展の方 向性 と任務 」 第 2項 「具体 的任 務 」 か ら引用。

同上 注。

第 9期 第 7回 党 中央 委員会決議 「民族工作 」

http://www.cpv.Org,vn/details.asp?id=BT1480632883(2007 生
「

3月 8 日アクセ

ス)第 2章 「新たな時代の中の民族工作」第 3項 「不可欠且つ緊急の任務」か ら

引用。

9)第 9期 第 7回 党中央委員会決議 「民族工作」

http://wwwo cpv.org,vn/details.asp?id=BT1480632883(2007 年 3月 8 日アクセ

ス)第 2章 「新たな時代の中の民族工作」第 4項 「幾つかの不可欠な解決方法」

から引用。

10)第 9期 第 7回 党 中央委員会決議 「民族工作」

http://www.cpv.Org.vn/details.asp?id〓 BT1480632883(2007J千 3 月 8 日 ア ク

セス)第 1章 「これ までの少数民族政策 と民族工作の状況」第 2項 「限界 と弱

点」 か ら引用。

11)同 上注。

12)今 井 (1997:212)の 訳 をそのまま引用。

13)2006年 10月 3日 ホア ビン省ホア ビン市の教育訂1練 局で実施。

14)古 田 (1992:518)の 訳 をそのまま引用。

15)ま た 、決議の中で も全ての少数民族の文化・習慣を尊重 しているわけではない。

例 えば、2003年 党第9期 第 7回 中央委員会決議 「民族工作」

http://www,cpv.Org.vn/details.asp?id=BT1480632883(20074F3リ ヨ8日 アクセ

ス)第 1章 「これ までの少数民族政策 と民族工作の状況」第2項 「限界 と弱点」

の中でも、ベ トナ ムでは科学的な実証が十分なされていないにも関わ らず、少

数民族の焼畑農 業やアニ ミズム信仰を指 して「遅れた習慣」 とい う言い方を し

てい る。

16)中 央 委員会 委 員 の うち少 数 民族 出身者 が 占め る割 合 は第 7回 党 大会 で は

7.64%、 第 8回 党大会では 9。 41%、 第 9回党大会では 10。 6%、 2006年 4月 に

行 われた第 10回 党大会では 12.0%と 増 えてきている。 これは高等教育修了者

の割合に比べ高 く、政府が積極的に民族間のバランスを取 ろ うとしている現わ

れ といえる。また、2001年 の第 9回 党大会では初めて少数民族出身者 (タ イー
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族)か ら共産党書記長 (ノ ン・ ドゥック・マイン)が 選出されている。

17)2006年 10月 3日 にハノイ市バーディン地区のホテルで実施。
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Characteristics of language policy in prilnary education of Vietnanl since the late

1990's and the reality

SAKICAWA Masashi

The purpose of the research is to clarify the characteristics of ethnic language

policy adopted in Vietnam since the late 1990's.

In Vietnam, the government policy has placed a respect on ethnic minority culture

since 1990's. Following the policy, in addition to the promoting in the understanding of

Vietnamese learning, as an objective of minority language learning, the government has

recently started to advocate the conservation and development of ethnic minority culture.

However, in reality, according to literature reviews and interviews conducted by

the author, many Kinh(ethnic majority) cadres and teachers think that using ethnic

minority language in schooling should be a supplementary means used only when

minority pupils do not understand the instruction given by Vietnamese. Thus, their

recognition is not consistent with the government policy. They consider it to be equality

among the ethnic groups that minority pupils are given as many opportunities as Kinh

pupils to learn Vietnamese and understand Vietnamese as well as Kinh pupils.

(Hiroshima University)
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